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オ
バ
マ
大
統
領
は
七
月
二
二
日
に
、

職
業
訓
練
と
職
業
斡
旋
に
関
す
る
法

律
、
労
働
力
投
資
法
（
Ｗ
Ｉ
Ａ
）
を

改
正
す
る
労
働
力
革
新
機
会
法
（
Ｗ

Ｉ
Ｏ
Ａ ; W

orkforce Innovation 
and O

pportunity A
ct

）
の
成
立

に
署
名
し
た
。
労
働
力
投
資
法
は
一

九
九
八
年
に
成
立
し
て
お
り
、
一
六

年
ぶ
り
の
改
正
と
な
っ
た
。

　

労
働
力
投
資
法
で
実
施
し
て
い
た

連
邦
労
働
省
に
よ
る
三
三
の
職
業
訓

練
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
再
承
認
が
中
心
だ

が
、
改
正
の
柱
と
な
っ
た
の
は
、
職

業
訓
練
・
斡
旋
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
の
連
携
の
強
化
と
雇
用
主
の

参
加
、
実
際
に
職
場
で
仕
事
に
従
事

し
な
が
ら
訓
練
す
る
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
活
用

な
ど
で
あ
る
。

　

連
邦
政
府
は
労
働
力
革
新
機
会
法

の
成
立
に
よ
り
、
長
期
失
業
者
の
雇

用
促
進
、
低
賃
金
労
動
者
の
生
涯
賃

金
の
増
加
、
継
続
的
な
キ
ャ
リ
ア
パ

ス
の
構
築
な
ど
が
期
待
で
き
る
と
す

る
。ア

メ
リ
カ
の
職
業
訓
練
、
職
業

斡
旋
に
関
す
る
法
律
の
変
遷

　

一
九
二
九
年
の
大
恐
慌
を
契
機
と

し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
職
業
訓
練
、
職

業
斡
旋
に
関
す
る
政
府
の
関
与
が
始

ま
っ
た
。
一
九
三
五
年
の
緊
急
救
済

支
出
法
の
な
か
で
、
失
業
者
や
未
就

職
者
に
対
す
る
雇
用
創
出
が
位
置
づ

け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
七
〇
年
代
の
経
済
不
況
を
う

け
て
、
一
九
七
三
年
に
綜
合
雇
用
訓

練
法
が
成
立
し
た
。
こ
こ
で
長
期
失

業
者
と
低
賃
金
労
働
者
向
け
の
職
業

訓
練
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

実
際
の
訓
練
は
地
方
に
お
か
れ
た

職
業
訓
練
実
施
の
た
め
の
委
員
会
が

行
う
。
連
邦
政
府
は
予
算
を
提
供
す

る
こ
と
が
主
た
る
役
割
で
あ
り
、
直

接
の
関
与
は
し
て
い
な
い
。

　

一
九
八
二
年
に
は
綜
合
雇
用
訓
練

法
が
改
正
さ
れ
て
職
業
訓
練
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
法
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
、

未
成
熟
の
青
年
と
若
者
が
対
象
に
加

わ
っ
た
。

　

こ
こ
に
、
一
九
三
三
年
に
成
立
し

て
い
た
職
業
斡
旋
に
関
す
る
ワ
グ

ナ
ー
・
ペ
イ
ザ
ー
法
が
合
流
し
て
で

き
た
の
が
、
一
九
九
八
年
の
労
働
力

投
資
法
（
Ｗ
Ｉ
Ａ
）
だ
っ
た
。
ワ
グ

ナ
ー
・
ペ
イ
ザ
ー
法
の
下
で
職
業
斡

旋
を
担
う
公
共
職
業
セ
ン
タ
ー
が
全

国
に
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
労
働
力

投
資
法
（
Ｗ
Ｉ
Ａ
）
の
成
立
に
よ
り
、

職
業
訓
練
に
つ
な
が
る
職
業
相
談
や

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
統
合
し
た
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
セ
ン
タ
ー
へ
と
役
割
が
変

化
し
た
。

　

労
働
力
投
資
法
で
も
、
地
方
に
お

か
れ
た
委
員
会
に
実
施
を
委
任
す
る

こ
と
が
継
承
さ
れ
た
。
委
員
会
の
名

称
は
労
働
力
投
資
委
員
会
で
あ
り
、

州
、
市
、
郡
、
も
し
く
は
そ
の
連
合

を
単
位
と
し
て
、
雇
用
主
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
組
織
、
教
育
訓
練
機
関
、
労

働
組
合
等
の
代
表
者
を
委
員
と
し
て

い
る
。
委
員
総
数
の
五
一
％
は
雇
用

主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
法

律
で
規
定
さ
れ
て
い
た
。

　

連
邦
労
働
省
か
ら
の
予
算
配
分
は

各
州
の
人
口
構
成
や
失
業
率
等
を
勘

案
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
予
算
の
使

い
道
は
労
働
力
投
資
委
員
会
に
よ
っ

て
検
討
さ
れ
、
職
業
訓
練
を
実
施
す

る
非
営
利
組
織
も
し
く
は
民
間
企
業

に
委
託
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
と
な
っ

て
い
た
。

　

労
働
力
革
新
機
会
法（
Ｗ
Ｉ
Ｏ
Ａ
）

は
、
労
働
力
投
資
法
（
Ｗ
Ｉ
Ａ
）
の

延
長
線
上
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、

労
働
力
投
資
委
員
会
の
職
業
訓
練
の

関
わ
り
方
や
訓
練
内
容
と
方
法
に
つ

い
て
規
定
を
設
け
る
と
い
う
か
た
ち

の
も
の
だ
。

　

な
お
、
労
働
力
投
資
法
ま
で
の
記

述
は
、
筒
井
（
二
〇
一
四
）（
海
外
労

働
情
報
二
〇
一
四
『
労
働
力
開
発
と

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
オ
ー
ガ
ナ
イ
ジ
ン

グ
』）
を
参
考
に
し
た
。

バ
イ
デ
ン
副
大
統
領
レ
ポ
ー

ト
『
働
く
た
め
の
準
備
―
仕

事
に
基
づ
く
訓
練
と
ア
メ
リ

カ
人
の
機
会
』

　

オ
バ
マ
大
統
領
は
一
月
の
一
般
教

書
演
説
に
お
い
て
バ
イ
デ
ン
副
大
統

領
に
既
存
の
職
業
訓
練
を
レ
ビ
ュ
ー

す
る
こ
と
、
お
よ
び
企
業
ニ
ー
ズ
に

合
わ
せ
た
人
材
育
成
の
手
法
を
検
討

す
る
よ
う
に
指
示
を
出
し
て
い
た
。

　

そ
れ
を
受
け
て
、
バ
イ
デ
ン
副
大

統
領
は
七
月
に
『
働
く
た
め
の
準
備

―
仕
事
に
基
づ
く
訓
練
と
ア
メ
リ
カ

人
の
機
会
』
と
題
す
る
レ
ポ
ー
ト
を

大
統
領
に
提
出
し
た
。
こ
れ
が
労
働

力
革
新
機
会
法
の
内
容
を
示
唆
し
て

い
る
。

　

作
成
に
は
、
雇
用
主
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
、
高
校
、
ア
メ
リ

カ
ン
・
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
（
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
セ
ン
タ
ー
）、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
リ
ー
ダ
ー
、
徒
弟
訓
練
制
度

プ
ロ
グ
ラ
ム
労
使
代
表
、
社
会
的
起

業
家
、
求
職
者
、
学
生
、
州
・
連
邦

公
務
員
と
議
員
、
連
邦
議
会
議
員
が

参
加
し
た
。
ま
た
、
連
邦
労
働
省
の

ほ
か
、
商
務
省
、
住
宅
都
市
開
発
省

な
ど
が
協
力
し
て
い
る
。

　

レ
ポ
ー
ト
は
、「
一
．
働
く
た
め
の

準
備 R

eady to W
ork

」、「
二
．ナ
ッ

ト
と
ボ
ル
トN

uts and B
olts

」、

「
三
．目
の
前
の
機
会
―
―
ア
メ
リ
カ

人
の
ス
キ
ル
と
仕
事
に
向
け
た
行
動

へ
の
呼
び
か
け T

he O
pportunity 

A
head: A

 C
all to A

ction for 
A

m
erican S

kills and Jobs

」

の

三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
．
で
全
体
的
な
改
題
と
戦
略
を

提
示
し
、
二
．
で
は
既
存
事
業
と
の

整
合
性
、
三
．
で
は
実
行
に
移
す
た

め
の
具
体
例
と
施
策
で
あ
る
。

仕
事
に
基
づ
く
訓
練 

（J
ob D

riven

）

　

副
大
統
領
レ
ポ
ー
ト
が
強
調
す
る

の
は
、「
仕
事
に
基
づ
く
訓
練
（Job 

D
riven

）」と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、

次
の
三
つ
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と

が
目
的
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
雇
用
主
は
望
む
よ
う
な
ス
キ
ル

を
持
つ
労
動
者
を
採
用
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
」

　
「
雇
用
主
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る

ス
キ
ル
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
い
う

情
報
が
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
側
に

不
足
し
て
い
る
」

　
「
求
職
者
側
に
は
、
ど
の
よ
う
な

訓
練
が
必
要
で
、
訓
練
修
了
後
に
ど

う
い
っ
た
仕
事
が
待
っ
て
い
る
か
よ

く
わ
か
ら
な
い
」

　

労
働
力
投
資
法
（
Ｗ
Ｉ
Ａ
）
は
、

こ
れ
ま
で
も
職
業
訓
練
を
実
施
す
る

労
働
力
投
資
委
員
会
で
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
を
調
整

す
る
こ
と
を
目
的
に
お
い
て
き
た
。

そ
の
う
ち
、
雇
用
主
が
委
員
構
成
の

五
一
％
と
な
る
よ
う
に
し
て
き
た
よ

う
に
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
企
業

を
職
業
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
巻
き
込

む
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
き
た
。
具
体

的
に
は
、
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
求

職
者
を
雇
用
す
る
こ
と
に
な
る
企
業

の
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
視

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
具
体
的
事
例
に
つ
い
て
は
、

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
が
実
施
し
た
調
査
結
果

を
取
り
ま
と
め
た
前
述
の
海
外
労
働

海
外
労
働
事
情

ア
メ
リ
カ

労
働
力
投
資
法
改
正
―
―
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

連
携
、雇
用
主
の
参
加
、Ｏ
Ｊ
Ｔ
な
ど
が
柱
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情
報
二
〇
一
四
『
労
働
力
開
発
と
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
オ
ー
ガ
ナ
イ
ジ
ン
グ
』

と
、
海
外
労
働
情
報
二
〇
一
三
『
労

働
力
媒
介
機
関
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
オ
ー
ガ
ナ
イ
ジ
ン
グ
・
モ
デ

ル
の
活
用
に
関
す
る
調
査
』
が
詳
し

い
。
こ
こ
で
は
、
連
邦
政
府
を
は
じ

め
、
ミ
シ
ガ
ン
州
政
府
の
労
働
力
開

発
機
構
で
あ
る
ミ
シ
ガ
ン
・
ワ
ー
ク

ス
！
と
、
ミ
シ
ガ
ン
州
の
二
つ
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
、
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
セ
ン
タ
ー
、
デ
ト
ロ
イ
ト
商

業
会
議
所
等
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

通
じ
て
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
行

わ
れ
て
い
る
利
害
調
整
の
様
子
に

迫
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、

労
働
力
投
資
法
下
で
も
、
雇
用
主
で

あ
る
企
業
を
職
業
訓
練
・
斡
旋
に
実

際
に
ど
れ
だ
け
巻
き
込
む
こ
と
が
で

き
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
労
働
力
開
発
を
担
う

ミ
シ
ガ
ン
・
ワ
ー
ク
ス
！
が
企
業
の

理
解
を
得
る
た
め
に
協
力
で
き
る
企

業
関
係
者
を
探
し
、
か
つ
巻
き
込
む

た
め
に
不
断
の
努
力
を
続
け
て
い
る

こ
と
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ

ジ
で
は
企
業
ニ
ー
ズ
を
引
き
出
す
専

門
の
担
当
部
門
を
置
き
、
従
業
員
向

け
の
訓
練
講
座
を
開
設
し
て
い
る
と

い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
で
き
た
。

　

企
業
側
の
利
益
を
代
表
す
る
デ
ト

ロ
イ
ト
商
業
会
議
所
で
は
、
副
大
統

領
レ
ポ
ー
ト
が
提
起
す
る
「
雇
用
主

は
望
む
よ
う
な
ス
キ
ル
を
持
つ
労
動

者
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
の
声
を
直
接
に
聞
く
こ
と
が
で
き

た
。
デ
ト
ロ
イ
ト
商
業
会
議
所
は
そ

の
よ
う
な
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、

自
ら
地
域
の
学
校
教
育
へ
の
働
き
か

け
を
行
い
、
求
め
る
ス
キ
ル
を
身
に

つ
け
る
た
め
の
基
礎
学
力
の
向
上
に

も
努
め
て
い
た
。

　

雇
用
主
の
ニ
ー
ズ
を
聞
く
こ
と
だ

け
が
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
行
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
。

　

地
域
の
住
民
は
安
定
し
た
雇
用
だ

け
で
な
く
、
少
し
で
も
高
い
賃
金
や
、

そ
こ
に
つ
な
が
る
ス
キ
ル
の
上
昇
、

新
た
な
雇
用
創
出
に
加
え
て
、
環
境

問
題
、
子
供
の
教
育
な
ど
に
も
関
心

が
あ
る
。
労
働
力
開
発
機
関
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
は
そ
こ
に

働
く
担
当
者
の
雇
用
の
安
定
と
い
う

問
題
も
あ
る
。
労
働
組
合
は
、
労
働

組
合
員
の
利
益
を
代
表
し
て
い
る
が
、

そ
れ
が
必
ず
し
も
企
業
の
利
益
と
合

致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た

状
況
に
つ
い
て
、筒
井（
二
〇
一
四
）

は
、「
利
害
の
せ
め
ぎ
合
い
の
場
」
と

表
現
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
労
働
力
投
資
法
（
Ｗ

Ｉ
Ａ
）
の
実
践
を
制
度
化
し
て
取
り

こ
む
こ
と
が
労
働
力
革
新
機
会
法

（
Ｗ
Ｉ
Ｏ
Ａ
）
の
意
図
で
あ
る
。

Ｏ
Ｊ
Ｔ
と
徒
弟
訓
練
制
度
、

ジ
ョ
ブ
・
ド
リ
ブ
ン
・
チ
ェ

ッ
ク
リ
ス
ト

　
「
雇
用
主
が
望
む
ス
キ
ル
」
と
「
雇

用
主
か
ら
ど
の
よ
う
な
ス
キ
ル
が
求

め
ら
れ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と

い
う
求
人
側
と
求
職
者
側
双
方
を
つ

な
ぐ
仕
組
み
と
し
て
副
大
統
領
レ

ポ
ー
ト
で
示
さ
れ
た
の
が
、
実
際
の

職
場
を
教
育
訓
練
に
活
用
す
る
Ｏ
Ｊ

Ｔ
で
あ
る
。
企
業
側
は
職
場
の
革
新

や
新
し
い
技
術
の
導
入
を
進
め
て
い

る
た
め
に
、
企
業
外
の
職
業
訓
練
機

関
で
は
企
業
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
こ

と
が
難
し
い
と
い
う
分
析
が
背
景
に

あ
る
。

　

オ
バ
マ
大
統
領
は
提
案
に
基
づ
き
、

二
〇
一
五
会
計
年
度
に
実
施
に
移
す

た
め
の
助
成
金
予
算
と
し
て
、
連
邦

労
働
省
に
一
四
〇
万
ド
ル
を
措
置
す

る
予
定
と
し
て
い
る
。

　

労
働
力
革
新
機
会
法（
Ｗ
Ｉ
Ｏ
Ａ
）

は
、
世
界
最
高
水
準
の
ス
キ
ル
を
維

持
す
る
た
め
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
も
提

示
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
教
育
訓

練
予
算
と
し
て
二
〇
一
五
会
計
年
度

に
一
四
億
ド
ル
を
予
定
し
て
い
る
。

　

Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
活
用
と
同
様
に
、
座
学

か
ら
離
れ
て
実
際
の
職
場
で
参
加
を

促
す
「
報
酬
を
得
て
学
ぶ
（E

arn 
and L

earn

）
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
重

要
性
を
強
調
し
、
徒
弟
訓
練
制
度
の

活
用
を
そ
こ
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

徒
弟
訓
練
制
度
は
、一
九
三
七
年
全

国
徒
弟
訓
練
法
に
よ
り
、
企
業
側
が

独
占
的
に
従
業
員
の
教
育
訓
練
に
携

わ
る
そ
れ
ま
で
の
状
況
か
ら
、労
働
組

合
を
関
与
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
労
働

組
合
が
企
業
側
に
対
す
る
交
渉
力
を

高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

　

現
在
の
徒
弟
訓
練
制
度
は
、
八

七
％
の
訓
練
参
加
者
（
徒
弟
）
が
修

了
後
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
平
均
年
収
が
五
万
ド
ル
を
超
え

る
な
ど
、
安
定
し
た
生
活
が
見
込
め

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
副
大
統
領

報
告
は
指
摘
す
る
。
徒
弟
訓
練
制
度

へ
の
参
加
で
、
大
学
の
単
位
が
取
得

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
検
討
さ

れ
て
い
る
。
現
在
は
七
％
に
留
ま
る

女
性
の
参
加
率
の
引
き
上
げ
に
よ
り
、

介
護
や
情
報
通
信
分
野
で
の
機
会
を

拡
大
す
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
副
大
統

領
レ
ポ
ー
ト
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
雇

用
主
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
と
い
う
試

み
は
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
や
徒
弟
訓
練
制
度
の

利
用
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
助
成
金

を
申
請
す
る
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う

に
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
地
域
で
事

業
活
動
を
行
う
雇
用
主
の
ニ
ー
ズ
に

応
え
る
教
育
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実

施
す
る
か
に
つ
い
て
、
ジ
ョ
ブ
・
ド

リ
ブ
ン
・
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
提
出

を
義
務
付
け
る
こ
と
も
副
大
統
領
レ

ポ
ー
ト
は
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
提

案
は
二
〇
一
五
会
計
年
度
か
ら
実
施

に
移
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　
「
求
職
者
側
に
は
、ど
の
よ
う
な
訓

練
が
必
要
で
、
訓
練
修
了
後
に
ど
う

い
っ
た
仕
事
が
待
っ
て
い
る
か
よ
く

わ
か
ら
な
い
」
と
の
課
題
に
つ
い
て

は
、
効
果
的
か
つ
ユ
ー
ザ
ー
フ
レ
ン

ド
リ
ー
な
オ
ン
ラ
イ
ン
情
報
提
供
の

方
法
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

業
績
評
価
の
標
準
化
、
長
期

失
業
・
低
賃
金
労
動
者
の
生

涯
賃
金
の
増
加

　

実
施
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
を

測
定
す
る
手
法
の
標
準
化
も
副
大
統

領
レ
ポ
ー
ト
は
提
案
し
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
就
職
に
結
び
つ
い
た

率
、
一
年
以
内
に
大
学
等
の
学
位
や

認
定
資
格
に
つ
な
が
る
別
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
受
講
し
た
割
合
、
訓
練
修
了

後
に
ど
れ
だ
け
賃
金
が
上
昇
し
た
か

と
い
っ
た
項
目
に
つ
い
て
、
全
国
で

標
準
の
評
価
指
標
を
策
定
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

　

求
職
者
が
自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

を
構
築
し
て
、
継
続
的
な
教
育
訓
練

の
受
講
を
可
能
に
す
る
手
法
と
し
て
、

オ
ン
ラ
イ
ン
・
ス
キ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー

の
創
設
も
提
案
し
て
い
る
。
労
働
組

合
と
企
業
が
協
力
し
て
実
施
し
て
い

る
品
質
向
上
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
を
拡
大
し
、
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
賃

金
を
獲
得
す
る
た
め
の
道
筋
と
す
る

こ
と
も
そ
の
一
つ
と
し
て
い
る
。

　

副
大
統
領
レ
ポ
ー
ト
は
、
こ
う
し

た
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
通
じ
て
、

労
働
力
革
新
機
会
法
（
Ｗ
Ｉ
Ｏ
Ａ
）

が
長
期
失
業
者
や
就
職
が
困
難
な
状

態
に
あ
る
若
年
者
の
就
職
支
援
と
な

る
と
と
も
に
、
ス
キ
ル
レ
ベ
ル
が
低

い
た
め
に
低
賃
金
の
状
態
に
あ
る
労

動
者
の
生
涯
賃
金
を
引
き
上
げ
る
こ

と
に
な
る
と
し
て
い
る
。

　

六
カ
月
以
上
の
長
期
失
業
者
の
数

は
三
〇
〇
万
人
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、

低
賃
金
・
低
ス
キ
ル
の
状
態
に
あ
る

労
動
者
の
数
は
二
四
〇
万
人
で
あ
る
。

長
期
失
業
者
を
再
び
仕
事
に
戻
す
と

と
も
に
、
低
賃
金
労
動
者
の
賃
金
を

二
八
％
、
生
涯
賃
金
で
三
〇
万
ド
ル

引
き
上
げ
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
。

【
参
考
資
料
】

W
hite H

ouse ‘R
eady to W

ork: Job-D
riven 

Training and A
m

erican O
pportunity, 

July. 2004.

（
山
崎　

憲
）
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外
国
人
政
策
に
関
す
る
政
府
の
諮

問
機
関
は
七
月
、
低
技
能
職
種
へ
の

外
国
人
労
働
者
の
流
入
の
影
響
に
関

す
る
報
告
書
を
公
表
し
た
。
労
働
市

場
へ
の
影
響
は
総
じ
て
限
定
的
と
分

析
し
つ
つ
、
外
国
人
労
働
者
が
集
中

し
て
い
る
地
域
で
は
実
態
が
異
な
る

可
能
性
を
指
摘
。
ま
た
、
低
賃
金
層

の
賃
金
を
若
干
引
き
下
げ
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
が
、
む
し
ろ
賃
金
低
下

自
体
へ
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
と
し

て
、
最
低
賃
金
制
度
の
実
施
強
化
な

ど
を
提
言
し
て
い
る
。

外
国
人
の
定
着
は
財
政
に 

マ
イ
ナ
ス
の
影
響

　

政
府
の
諮
問
機
関
、M

igration 
A

dvisory C
om

m
ittee

（
Ｍ
Ａ
Ｃ
）

は
報
告
書
に
お
い
て
、
低
技
能
職
種

に
従
事
す
る
外
国
人
労
働
者（
１
）の

増
加
に
よ
る
各
種
の
影
響
を
分
析
し

て
い
る
。
国
内
で
低
技
能
職
種
に
従

事
す
る
労
働
者
一
三
四
〇
万
人
（
二

〇
一
三
年
時
点
、
全
就
業
者
二
九
七

〇
万
人
の
四
五
％
）
の
う
ち
、
外
国

人
労
働
者
は
二
一
〇
万
人（
同
七
％
）

と
な
っ
て
お
り（
２
）、
五
八
％
を
欧

州
域
外
か
ら
の
外
国
人
が
占
め
る
ほ

か
、
二
八
％
が
中
東
欧
諸
国
（
二
〇

〇
四
年
及
び
二
〇
〇
七
年
の
Ｅ
Ｕ
加

盟
国
）（
３
）、
残
る
一
四
％
が
そ
れ

以
外
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
か
ら
の
外
国
人

だ
。

　

報
告
書
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
低
技

能
職
種
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
雇

用
は
、
一
九
九
七
年
か
ら
二
〇
一
三

年
の
間
に
一
一
〇
万
人
分
減
少
し
て

お
り
、
ま
た
こ
の
間
、
外
国
人
労
働

者
の
雇
用
が
ほ
ぼ
同
数
増
加
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
同
時
期
に
よ
り
高
度

な
職
種
で
イ
ギ
リ
ス
人
の
雇
用
が
二

〇
〇
万
人
分
増
加
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
外
国
人
に
よ
る
国
内
労
働
者
の

代
替
が
生
じ
た
と
は
言
え
な
い
、
と

報
告
書
は
分
析
し
て
い
る
。
な
お
、

低
技
能
職
種
に
従
事
す
る
外
国
人
労

働
者
の
四
分
の
三
は
、
国
内
の
四
分

の
一
の
自
治
体
に
集
中
し
て
流
入
し

て
お
り
、
労
働
市
場
へ
の
影
響
は
全

国
レ
ベ
ル
で
の
分
析
結
果
よ
り
も
大

き
い
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た

地
域
間
の
労
働
市
場
に
は
一
貫
し
た

特
徴
は
な
く
、
こ
の
た
め
個
別
の
分

析
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

同
様
に
、
低
賃
金
層
の
賃
金
を
若
干

引
き
下
げ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
が
、

全
国
レ
ベ
ル
で
は
限
定
的
で
あ
り
、

こ
れ
も
地
域
差
が
大
き
い
と
み
て
い

る
。
た
だ
し
、
報
告
書
は
む
し
ろ
賃

金
低
下
自
体
の
問
題
へ
の
対
応
が
必

要
で
あ
る
と
述
べ
、
と
り
わ
け
一
部

の
悪
質
な
雇
用
主
に
よ
る
外
国
人
労

働
者
の
搾
取
の
実
態
を
指
摘
、
対
応

策
と
し
て
、
最
低
賃
金
制
度
の
実
施

を
所
管
す
る
歳
入
関
税
庁
（
Ｈ
Ｍ
Ｒ

Ｃ
）
や
、
労
働
力
供
給
事
業
者
の
規

制
機
関
で
あ
る
ギ
ャ
ン
グ
マ
ス
タ
ー

認
可
局
（G

angm
aster L

icencing 
A

uthority

）
な
ど
、
法
令
順
守
に

向
け
た
体
制
を
強
化
す
る
必
要
性
を

主
張
し
て
い
る（
４
）。

　

な
お
、
報
告
書
は
外
国
人
流
入
に

よ
る
経
済
や
財
政
へ
の
影
響
（
税
収

増
の
効
果
か
ら
社
会
保
障
等
の
コ
ス

ト
へ
の
影
響
を
差
し
引
い
た
額
）
に

つ
い
て
も
、
既
存
の
研
究
成
果
を
も

と
に
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
二
〇
〇

一
～
二
〇
一
一
年
の
期
間
に
お
け
る

財
政
へ
の
影
響
と
し
て
、
二
〇
〇
一

年
以
前
に
入
国
し
て
国
内
に
定
着
し

て
い
る
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
域
内

出
生
者
で
年
間
一
〇
五
二
ポ
ン
ド

（
国
内
出
生
者
と
同
等
）、
域
外
出

生
者
で
は
年
間
二
一
九
八
ポ
ン
ド

（
同
二
倍
）
の
コ
ス
ト
と
な
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
以
降
に
入
国
し
た
外
国

人
に
つ
い
て
は
総
じ
て
財
政
に
プ
ラ

イ
ギ
リ
ス

低
技
能
職
種
へ
の
外
国
人
労
働
者
流
入

の
影
響
―
―
諮
問
機
関
報
告
書

図表１　2001 ～ 2011年における財政への貢献

図表２　低技能の外国人労働者の流入による影響

資料出所：MAC (2014) "Migrants in low-skilled work: The growth of EU and non-EU 
labour in low-skilled jobs and its impact on the UK"

累積額（百万ポンド） 一人当たり・年額（ポンド）
国内出生者 -624,120 -1,087
域内出生者計 8,978 436
　2001年以降に入国 22,106 2,732
　　2001年以前に入国 -13,128 -1,052
域外出生者計 -86,820 -1,471
　　2001年以降に入国 2,942 162
　　2001年以前に入国 -89,762 -2,198

資料出所：同上

●メリット
・ 経営者（例えば食品製造や農業、レストランなど、イギリス人労働者の

調達がしばしば困難な労働集約的業種の企業）
・ スキルを有するイギリス人労働者や未熟練の労働者がより高い賃金の

仕事に特化できる
・ イギリス人労働者より流動的で柔軟な外国人労働者を確保でき、例え

ば就業場所の変更や就業場所で生活すること、あるいはシフト勤務な
ど

・ 外国人労働者は、自国より高い所得を得ることができ、また家族が居
る場合は送金もできる

●コスト
・ 多くの地域で人口増加や人口構成の急激な変化を引き起こす。このこ

とは社会的包摂や厚生に影響を及ぼす可能性があるが、これについて
はさらなる検討を要する

・ 医療、教育、公共交通サービスの混雑
・ 住宅市場への影響－民間賃貸市場の圧迫、大人数（複数世帯）で同居す

る住居の増加に伴う地域環境への影響、イギリス人に対する社会的住
宅の提供に若干影響を及ぼす可能性（主として供給不足の問題）

・ 低賃金層に対する若干の賃金低下の影響－最低賃金制度などの実施強
化が必要となるが、これには監督機関である歳入関税庁の体制強化を
要する（現状では国内の事業者数に比して、250年に一度の監査のみ可
能）

●中立的またはわずかな影響
・ 国内出生者の就業率は2004年の新規EU加盟国の大量流入後も実質的に

変化していない
・ 若年労働市場（16-24歳）の状況は懸念材料として残っているが、外国人

労働者の影響よりも需要不足や教育訓練政策に起因
・ 2001 ～ 2011年における外国人とイギリス人それぞれの財政への影響は、

年間マイナス1000ポンドでほぼ同等、一部は2008年以降の不況の影響
による。2000年以降に入国した外国人は、財政にプラスの貢献をして
るが、2001年以前のEEA域外からの外国人によるマイナスの影響が大
きい（相対的な年齢層および就業率の差）
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ス
の
貢
献
が
み
ら
れ
、
特
に
域
内
出

生
者
で
は
年
間
二
七
三
二
ポ
ン
ド
と

貢
献
の
度
合
い
が
高
い
（
図
表
１
）。

報
告
書
は
影
響
し
て
い
る
可
能
性
の

あ
る
要
因
と
し
て
、
域
内
か
ら
の
外

国
人
は
就
業
率
が
高
く
、
子
供
も
少

な
い
こ
と
、
一
方
で
域
外
か
ら
の
外

国
人
は
相
対
的
に
年
齢
が
高
く
、
就

業
率
は
低
く
（
あ
る
い
は
既
に
引
退

し
て
お
り
）、
家
族
の
規
模
も
大
き

い
こ
と
、
ま
た
多
く
が
低
賃
金
の
仕

事
に
就
い
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と

な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
な
お
、
既
存

の
研
究
か
ら
、
中
東
欧
諸
国
か
ら
の

低
技
能
労
働
者
の
流
入
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の

拡
大
に
寄
与
し
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、

一
人
当
た
り
の
効
果
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
と
報
告
書
は
み
て
い
る
。

　

そ
の
他
、
低
技
能
の
外
国
人
労
働

者
の
流
入
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
は
、

図
表
２
の
と
お
り
。

Ｅ
Ｕ
域
内
か
ら
の
労
働
者
な

ど
の
流
入
は
引
き
続
き
拡
大

　

統
計
局
が
八
月
に
公
表
し
た
統
計

に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
四
年
三
月
ま
で

の
一
二
カ
月
に
お
け
る
長
期
（
一
年

以
上
）
滞
在
予
定
の
流
入
者
数
は
五

六
万
人
、
流
出
者
数
は
三
一
万
六
〇

〇
〇
人
で
あ
っ
た
。
純
流
入
数
（
流

入
者
数
か
ら
流
出
者
数
を
差
し
引
い

た
も
の
）
は
、
二
四
万
三
〇
〇
〇
人

と
な
り
、
前
期
（
二
〇
一
三
年
三
月

ま
で
の
一
二
カ
月
間
）
か
ら
三
九
％

の
増
加
と
な
っ
た
。
う
ち
、
域
内
か

ら
の
外
国
人
が
一
三
万
一
〇
〇
〇
人
、

域
外
か
ら
が
一
六
万
二
〇
〇
〇
人
を

占
め
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
つ
い
て
は
五

万
人
の
減
と
な
っ
た
。
一
昨
年
か
ら

の
Ｅ
Ｕ
域
内
か
ら
の
外
国
人
の
純
流

入
数
拡
大
に
加
え
、
昨
年
後
半
か
ら

は
域
外
か
ら
の
外
国
人
に
つ
い
て
も

増
加
に
転
じ
て
い
る（
５
）。

　

就
労
目
的
の
流
出
入
に
限
定
し
て

推
移
を
見
る
と
、
Ｅ
Ｕ
域
内
か
ら
の

労
働
者
が
増
加
分
を
占
め
て
お
り
、

旧
加
盟
国
（
Ｅ
Ｕ
14
）
と
二
〇
〇
四

年
加
盟
の
中
東
欧
諸
国
（
Ｅ
Ｕ
８
）

の
比
率
が
高
い
。
ル
ー
マ
ニ
ア
・
ブ

ル
ガ
リ
ア
か
ら
の
外
国
人
に
つ
い
て

も
増
加
幅
が
拡
大
し
て
い
る
が
、
二

〇
一
四
年
一
月
の
両
国
の
労
働
者
に

対
す
る
就
労
制
限
廃
止
に
伴
っ
て
、

一
部
で
懸
念
さ
れ
て
い
た
急
激
な
流

入
拡
大
は
生
じ
て
い
な
い
。
ま
た
Ｅ

Ｕ
域
外
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
流

出
数
が
流
入
数
を
上
回
る
状
況
が
続

い
て
い
る
（
図
表
３
）。

　

統
計
局
が
労
働
力
調
査
に
基
づ
い

て
推
計
し
て
い
る
出
身
地
域
別
の
就

労
状
況
（
就
業
者
数
）
に
お
い
て
も
、

同
様
に
域
内
労
働
者
の
顕
著
な
増
加

が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
内
訳
は
異
な

る
（
図
表
４
）。
域
内
か
ら
の
就
業

者
一
七
二
万
人
（
二
〇
一
四
年
六
月

時
点
）
の
う
ち
、
大
幅
に
増
加
し
て

い
る
の
は
Ｅ
Ｕ
８
か
ら
の
労
働
者

（
二
〇
一
四
年
一
―
六
月
期
に
約
一

三
万
人
（
一
一
％
）
増
、
六
月
時
点

で
八
五
万
人
）
で
、
Ｅ
Ｕ
14
か
ら
の

労
働
者
の
増
加（
同
三
万
人（
四
％
）

増
、
七
二
万
人
）
は
相
対
的
に
緩
や

か
だ
。
ま
た
、
ル
ー
マ
ニ
ア
・
ブ
ル

ガ
リ
ア
か
ら
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、

一
―
六
月
期
の
増
加
幅
は
七
五
九
九

人
（
六
％
増
、
一
三
万
人
）
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。

［
注
］

１
．
職
業
分
類
に
よ
る
区
分
を
ベ
ー
ス
に

調
整
。
大
き
く
は
、
事
務
・
秘
書
職
、

看
護
・
レ
ジ
ャ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
職
、
販
売
・

顧
客
サ
ー
ビ
ス
職
、
加
工
・
プ
ラ
ン
ト
・

機
械
操
作
職
お
よ
び
未
熟
練
職
種
を
指

す
。
な
お
、
こ
こ
で
の
外
国
人
労
働
者
は
、

外
国
出
生
者
で
あ
り
、
国
籍
別
の
区
分

で
は
な
い
（
国
内
で
生
ま
れ
た
外
国
人

労
働
者
の
子
孫
は
含
ま
れ
な
い
）。

２
．
高
技
能
職
種
（
低
技
能
以
外
の
職
種
）

の
就
業
者
に
占
め
る
比
率
は
、
国
内
労

働
者
が
四
七
％
、
外
国
人
労
働
者
が
八
％
。

３
．
二
〇
〇
四
年
の
加
盟
国
は
、
ポ
ー
ラ

ン
ド
、
チ
ェ
コ
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ハ

ン
ガ
リ
ー
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
エ
ス
ト

ニ
ア
、
ラ
ト
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
。
二

〇
〇
七
年
の
加
盟
国
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、

ブ
ル
ガ
リ
ア
。

４
．
政
府
は
、
悪
質
な
雇
用
主
に
対
す
る

罰
則
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
最

低
賃
金
違
反
に
対
す
る
罰
金
額
を
従
来

の
四
倍
の
二
万
ポ
ン
ド
と
す
る
法
律
を

二
〇
一
四
年
に
成
立
さ
せ
た
。
既
に
導

入
さ
れ
て
い
る
、
違
反
雇
用
主
の
公
表

制
度
と
併
せ
て
、
抑
止
効
果
が
期
待
さ

れ
て
い
る
。

５
．
統
計
局
が
別
途
提
供
し
て
い
る
推
計

結
果
に
よ
れ
ば
、
域
外
か
ら
の
外
国
人

の
増
加
は
、
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
国
籍

保
有
者
に
よ
る
家
族
の
呼
び
寄
せ
に
よ

る
も
の
。

【
参
考
資
料
】

G
ov.uk

、U
K

 Parliam
ent

、O
ffice for 

N
ational Statistics　

各
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（
国
際
研
究
部
）

図表３　就労目的の地域別純流入数の推移（千人）

図表４　出身地域別就業者の推移（千人）

注：各期とも直近12カ月間の累積、また2014年3月については速報値。出身地域は国籍（市民権）に基
づく。なお、図中「EUその他」は主にルーマニア及びブルガリア。

資料出所：Office for National Statistics 'Migration Statistics Quarterly Report - August 2014'

注：各期とも3カ月ごとの平均。出身地域は国籍（市民権）に基づく。
資料出所：Office for National Statistics ' Labour Market Statistics, August 2014'
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全
国
の
一
四
地
域
が
二
〇
一
四
年

七
月
ま
で
に
企
業
賃
上
げ
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
発
表
し
た
。
賃
上
げ
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
は
、
政
府
が
そ
の
年
の
経
済

発
展
調
整
目
標
に
基
づ
き
、
企
業
に

対
し
て
提
示
す
る
年
間
の
賃
金
上
昇

率
の
目
安
で
あ
る
が
、
法
的
拘
束
力

は
持
た
な
い
。
中
国
経
済
は
成
長
期

か
ら
成
熟
期
へ
移
行
し
つ
つ
あ
り
、

経
済
成
長
の
鈍
化
が
賃
上
げ
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
上
昇
に
も
反
映
し
て
い
る
。

賃
上
げ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
基
準

値
、上
限
値
、下
限
値
の
三
種
類

　

中
国
労
働
法
は
、「
企
業
は
、
生
産

経
営
の
特
徴
と
経
済
効
率
に
よ
り
、

法
に
従
い
自
主
的
に
賃
金
分
配
方
法

お
よ
び
賃
金
水
準
を
確
定
す
る
」（
第

四
七
条
）、「
賃
金
水
準
は
、
経
済
の

発
展
を
基
礎
と
し
て
逐
次
引
き
上
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
は
賃
金
総

額
に
対
し
て
マ
ク
ロ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

を
行
う
」（
第
四
六
条
）
と
規
定
し
て

い
る
。
企
業
の
賃
金
水
準
は
企
業
自

身
が
決
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会

経
済
の
発
展
に
伴
い
、
政
府
が
賃
金

水
準
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
中
国
政
府
は

外
国
の
経
験
を
参
考
に
、
一
九
九
四

年
に
企
業
賃
上
げ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
制

度
を
導
入
し
た
。
企
業
賃
上
げ
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
は
、
基
準
値
、
上
限
値
、

下
限
値
の
三
種
類
で
構
成
さ
れ
る
。

『
二
〇
一
四
年
上
海
市
企
業
賃
上
げ

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
通
知
』
に

よ
る
と
、
生
産
経
営
が
正
常
で
、
利

益
が
伸
び
て
い
る
企
業
は
、
基
準
値

を
参
照
し
て
、
賃
上
げ
水
準
を
決
定

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
前
年
の
従
業
員
平
均
賃
金
が
全

市
の
従
業
員
平
均
賃
金
の
二
倍
以
上

の
場
合
、
基
準
値
以
下
の
水
準
を
参

照
す
る
。
生
産
経
営
が
正
常
で
、
利

益
を
上
げ
て
い
る
企
業
は
、
前
年
の

従
業
員
平
均
賃
金
が
市
全
体
の
従
業

員
平
均
賃
金
の
六
〇
％
を
下
回
っ
て

い
る
場
合
、
上
限
値
を
参
照
す
る
。

経
営
利
益
が
よ
り
少
な
い
企
業
は
、

下
限
値
を
参
照
す
る
。
生
産
経
営
が

困
難
で
、
赤
字
の
企
業
は
、
従
業
員

代
表
大
会
（
あ
る
い
は
従
業
員
全
員

大
会
）
の
討
論
で
、
下
限
値
以
下
の

水
準
を
参
照
す
る
。

　

賃
上
げ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
企
業

の
賃
上
げ
や
従
業
員
間
の
収
入
格
差

是
正
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
実
際

の
法
的
拘
束
力
は
な
い
。
企
業
が
賃

金
基
準
の
調
整
や
団
体
賃
金
交
渉
を

行
う
際
に
、
賃
上
げ
幅
の
参
考
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

二
〇
一
四
年
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

は
横
ば
い
、
引
き
下
げ
が
大
勢

　

二
〇
一
四
年
七
月
ま
で
に
一
四
の

省
・
自
治
区
・
直
轄
市
が
企
業
賃
上

げ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
発
表
し
た

（
表
）。
こ
の
中
で
賃
上
げ
基
準
値

が
も
っ
と
も
高
い
の
は
、
河
南
省
と

新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
一
五
％
で

あ
り
、
も
っ
と
も
低
い
の
は
湖
北
省

の
一
〇
％
で
あ
る
。
賃
上
げ
基
準
値

を
前
年
と
比
べ
る
と
、
北
京
市
（
一

二
％
）、
上
海
市
（
一
二
％
）、
遼
寧

省
（
一
二
％
）、陜
西
省
（
一
三
％
）

は
横
ば
い
、
そ
の
他
の
地
域
は
基
準

値
を
引
き
下
げ
た
。
山
東
省
、
天
津

市
、
四
川
省
は
、
基
準
値
を
三
％
引

き
下
げ
た
。
上
限
値
と
下
限
値
を
み

る
と
、
雲
南
省
だ
け
が
下
限
値
を

一
％
引
き
上
げ
た
ほ
か
、
ほ
と
ん
ど

の
地
域
は
横
ば
い
、
あ
る
い
は
引
き

下
げ
と
し
た
。
北
京
市
は
上
限
値
と

下
限
値
を
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
五
％
引
き

下
げ
、
上
海
市
は
横
ば
い
と
し
た
。

　

多
く
の
地
域
で
企
業
賃
上
げ
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
上
昇
が
小
幅
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
経
済
成
長
の
ス
ピ
ー
ド

が
緩
や
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
企

業
の
人
件
費
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
、

企
業
の
利
益
獲
得
の
可
能
性
が
低
く

な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
関
係
し
て

い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

　

企
業
賃
上
げ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
指

導
的
な
提
案
に
過
ぎ
ず
、
企
業
に
対

し
て
強
制
力
を
持
た
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
一
部
の
地
域
で
は
、
賃
上

げ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
実
際
の
役
割
を

強
化
す
る
た
め
、
部
分
的
に
強
制
的

な
措
置
を
導
入
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

狭
西
省
の
人
力
資
源
・
社
会
保
障
庁

は
、
そ
の
年
の
賃
金
上
昇
率
の
決
定

に
当
た
っ
て
賃
上
げ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
従
わ
な
か
っ
た
企
業
に
対
し
て
重

点
的
な
監
視
を
行
っ
て
い
る
。
利
益

を
上
げ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
故

意
に
従
業
員
の
賃
金
を
引
き
上
げ
な

い
企
業
に
対
し
て
は
批
判
の
通
達
を

発
し
、
国
有
企
業
の
場
合
は
高
級
管

理
職
の
業
績
年
俸
を
支
給
し
て
は
な

ら
な
い
と
し
て
い
る
。
湖
北
省
の
人

力
資
源
・
社
会
保
障
庁
は
、
企
業
が

管
理
職
層
よ
り
下
の
従
業
員
の
平
均

賃
金
を
引
き
上
げ
な
い
場
合
、
経
営

管
理
者
の
賃
金
も
引
き
上
げ
て
は
な

ら
ず
、
賃
上
げ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
水

準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
同
じ
率

だ
け
企
業
の
責
任
者
の
収
入
を
減
ら

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い

る
。

　

二
〇
一
四
年
の
各
地
域
の
最
低
賃

金
上
昇
率
は
、
平
均
一
四
％
程
度
と

な
っ
て
い
る
。
最
低
賃
金
の
平
均
引

き
上
げ
率
は
、
二
〇
一
一
年
二
二
％

（
二
四
地
域
）、
二
〇
一
二
年
二
〇
・

二
％
（
二
五
地
域
）、
二
〇
一
三
年

一
七
％
（
二
七
地
域
）
と
年
々
低
下

し
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
の
最
低
賃

金
が
全
国
で
も
っ
と
も
高
い
の
は
、

上
海
市
の
月
額
一
八
二
〇
元
で
あ
る
。

（
国
際
研
究
部
）

中　

国

多
く
の
地
域
で
企
業
賃
上
げ
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
上
昇
が
鈍
化

表　2014年企業賃上げガイドライン（％）と最低賃金（元）
地域 基準値 上限値 下限値 最低賃金

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 上昇率

1 北京市 12% 12% 16% 16.5% 4.5% 5% 1,560 1,400 11.4%

2 上海市 12% 12% 16% 16% 5% 5% 1,820 1,620 12.3%

3 広州市 11% 未発表 17% 未発表 5% 未発表 未発表 1,550 －

4 湖北省 10% 未発表 16% 未発表 4% 未発表 未発表 1,300 －

5 陜西省 13% 13% 19% 19% 6% 6% 1,280 1,150 11.3%

6 山東省 12% 15% 20% 22% 4% 6% 1,500 1,380 　8.7%

7 山西省 13% 15% 20% 20% 4% 4% 1,450 1,290 12.4%

8 天津市 13% 16% 22% 22% 4% 7% 1,680 1,500 12.0%

9 河南省 15% 未発表 未設定 未発表 3.5% 未発表 1,400 1,240 12.9%

10
新疆ウイグ
ル自治区

15% 16% 18% 19% 5% 6% 未発表 1,520 －

11 四川省 11% 14% 18% 20% 4% 7% 1,400 1,200 16.7%

12 遼寧省 12% 12% 17% 17% 5% 5% 未発表 1,300 －

13 貴州省 12% 未発表 15.2% 未発表 2.7% 未発表 1,250 1,030 21.4%

14 雲南省 12% 14% 18% 20% 4% 3% 1,420 1,265 12.3%

資料出所：各地域の人力資源・社会保障局


